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５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索市HP町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます3月は「高ヶ坂石器時代遺跡（牢場遺跡、稲荷山遺跡、八幡平遺跡）」

お知らせお知らせ
狂犬病予防屋外集合注射
　狂犬病は致死率の高い非常に危険
な病気です。犬を飼育する方は、社会
的責務として、愛犬に毎年必ず狂犬
病予防注射を受けさせ、犬鑑札と注
射済票を常に装着させましょう。
　今年度は、新型コロナウイルス感
染防止策を図り、４月に屋外集合注
射を実施します。なお、前回と会場が
大幅に変更となっています。日程・会
場の詳細は、３月中旬に発送予定の
狂犬病予防注射のご案内または町田
市ホームページをご覧ください。
※各会場とも雨天実施（荒天中止）と
なります。
費１頭につき３７５０円（注射代３２００
円、注射済票交付手数料５５０円）
※２０２１年度から狂犬病予防集合注
射の料金が変更になりますので、ご
注意ください。
※新型コロナウイルスの感染状況に
よっては、集合注射が中止となる場
合があります。その際は、町田市ホー
ムページでお知らせしますので、ご
確認ください。
問生活衛生課☎☎７２２・６７２７
食品ロスをテーマに５・７・５調の

川 柳 を 募 集 し ま す
【「まだ食べられたのに」もったいな
いことしま川柳】
　市では「食品ロス」をテーマとし、
ごみの減量を推進する川柳を募集し
ます。川柳は、基本的に５・７・５調の

１７音で構成された作品とします。
　応募規定（各市民センター等の市
内公共施設で配布、町田市ホームペ
ージで閲覧も可）をご確認・ご承諾い
ただいたうえで、応募してください。
なお、採用作品は、公共施設等での展
示や、広報媒体への掲載・公表のほ
か、市の環境啓発活動に使用します。
対市内在住、在勤、在学の方
申川柳（１人３作品まで）・雅号（ペン
ネーム）、応募者住所・氏名・電話番号
を明記し、３月３１日まで（必着）に、ハ
ガキ・封書による郵送、ＦＡＸまたはＥ
メールで３Ｒ推進課川柳募集担当（〒
１９４－０２０２、下小山田町３１６０、返
７９７・５３７４遍ｍｃｉｔｙ２９３０＠ｃｉｔｙ．ｍ
ａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０
大地沢青少年センター

９月 分 の 利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申３月６日午前８時３０分から電話で
同センター（☎☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※９月７日、１４日、２１日、２２日、２４
日、２８日は利用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村

９月 分 の 利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申３月１日午前８時３０分から電話で

自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※初日の午後１時までの受付分は抽
選（自然休暇村ホームページで受付
分も含む）、午後１時以降は申し込み
順に受け付けます。詳細は自然休暇
村（☎☎０２６７・９９・２９１２）へお問い合
わせいただくか、自然休暇村ホーム
ページの空室情報をご覧ください。
※９月７日～９日、３０日は利用できま
せん。

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

町田・安心して暮らせるまちづくり
プロジェクト　市民向け講座

薬 剤 師 に 聞 い て み よ う 
くすりと上手につきあう方法
　自宅で療養する高齢者が薬と上手
に付き合う方法について、現役の薬
剤師が説明します。
　町田・安心して暮らせるまちづく
りプロジェクトホームペ
ージ（右記二次元バーコ
ード）で視聴できます。
公開期間３月２０日㈷から
講町田市薬剤師会　他
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

普 通 救 命 講 習 会
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方（高校生を除く）
日４月１７日㈯午後１時～４時
場健康福祉会館
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方法、窒

息の手当て、止血の方法等
※救命技能認定証を発行します。
定２０人（申し込み順）
費１５００円（教材費）
申３月２日正午～１６日にイベントダ
イヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード２１０３０２Ｅへ。
問保健総務課☎☎７２４・４２４１
町田薬師池公園四季彩の杜西園開園
１周年アニバーサリー～オープニン
グイベント

星 空 ピ ク ニ ッ ク
　天体観望会とカフェ・レストランの
飲食をどちらも楽しめます。詳細は、
同公園四季彩の杜ホームページをご
覧ください。
※カフェ・レストランの飲食は有料
です。
日３月２１日㈰午後６時～８時ごろ（雨
天中止）
場同公園四季彩の杜西園
定３０人（申し込み順）
申Ｐｅａｔｉｘサイトで申し込み。

Ｐｅａｔｉｘ　町田　星空ピクニック 検索

問観光まちづくり課☎☎７２４・２１２８

まちだサステナビリティ 
フェスｉｎ町田マルイ・モディ
　市は、エコ宣言事業者の町田マル
イと町田モディで、持続可能性（サス
テナビリティ）をテーマとした町田
の魅力を発信します。観光やフード
ロスに関するブースもあります。詳
細は町田市ホームページをご覧くだ
さい。
日３月８日㈪～２８日㈰、午前１０時３０
分～午後８時
場町田マルイ（原町田６－１－６）、町
田モディ（原町田６－２－６）
問環境・自然共生課☎☎７２４・４３９１

町田市障がい者プラン２１－２６

答申が行われました
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

　２月１８日に、町田市障がい者施
策推進協議会長の岩崎晋也氏（法
政大学教授、写真左）と同協議会障
がい者計画部会長の小野浩氏（ま
ちされん会長）から市長へ「町田市
障がい者プラン２１－２６」が答申
されました。
　この計画は、２０２０年１月に市長
から諮問を受けた同協議会が、パ
ブリックコメントの結果や現計画
の振り返りなどをもとに、今後の

市の障がい者施策の基本理念や方
向性などについて検討を重ね、作
成したものです。

　新型コロナウイルス感染防止の
ため、所得税確定申告及び市民税
・都民税申告等の申告期限が４月
１５日㈭に延長されました。
　市民税・都民税については、原則
郵送での申告をお願いしていま
す。３月１６日㈫以降は申告受付の
スペースに制約がありますので、
やむを得ず来庁を予定している方
は、可能な範囲で早めの申告をお
願いします。
　また、３月１６日㈫以降の所得税
確定申告及び市民税・都民税申告
については、令和３年度市民税・都
民税における当初の課税決定に反
映されない場合がありますのでご
了承ください。

【所得税確定申告書、贈与税及び個
人事業者の消費税の申告】
〇３月２６日㈮まで＝ぽっぽ町田
〇３月２９日㈪～４月１５日㈭＝町田
税務署
※いずれも土・日曜日、祝休日を除
く。
問町田税務署☎☎７２８・７２１１

【市民税・都民税の申告】
〇３月１５日㈪まで＝みんなの広場
（市庁舎１階）
〇３月１６日㈫～４月１５日㈭＝市民
税課（市庁舎２階）
※いずれも土・日曜日、祝休日を除
く。
問市民税課☎☎７２４・２１１４、２１１５

税の申告期限が延長されました

パブリック
コメント
公　表

　市では、「（仮称）町田市障がい者福祉計画２１－２６」の策定に当たり、皆
さんのご意見を募集しました。いただいたご意見は、計画策定及び今後の
障がい者施策の参考にさせていただきます。ご意見の概要と市の考え方
をいくつかご紹介します。
○募集期間　２０２０年１１月１０日～１２月９日
○応募者数　１２９人　○意見件数　２３５件

ご意見ありがとうございました
町田市障がい者プラン２１－２６
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

　詳細は、町田市ホームページで公表するほか、次の窓口でも資料を配布します。障
がい福祉課・市政情報課・広聴課（市庁舎１階）、町田市子ども発達センター、ひかり療
育園、各障がい者支援センター、男女平等推進センター（町田市民フォーラム３階）、生
涯学習センター、各市民センター、各連絡所、各市立図書館、町田市民文学館

ご意見の概要 市の考え方
障がい当事者がサービスを知らなかった
り、サービスを知っていてもどのように生
活の中で使うのか？サービスを使った生活
の組み立て方が分からない方がいます。
実際に自立生活へつなげて行けるよう介
入していける立場の人間は必須だと考え
ます。障がいということを前面に出さずに、
「困り感」についてサービスが受けられる
かもしれませんというようなアプローチ、
初期段階から福祉が関われる環境を作っ
てほしいです（同様意見他２件）。

いただいたご意見を参考に、サービスを知
らない、サービスを知っていても活用が難
しい方の自立生活につながるような相談
支援を行えるよう、相談支援体制の充実
に取り組んでまいります。

福祉人材の育成に力を入れてほしい。今
はどこの事業所もヘルパー不足だという
が、多くの障がい者はヘルパーがいないと
自由に自己選択と自己決定をする生活自
体が成り立たなくなってしまうので、福祉
の講習会などを開いて幅広い年齢層が福
祉分野に興味を持てるように取り組んで
ほしい。

理解・協働の分野における重点施策として
支援人材対策事業に取り組んでまいりま
す。
いただいたご意見はその際の参考にさせ
ていただきます。

障がい者が、いつでも利用できるタクシー
券支給制度を設けてください。

いただいたご意見をふまえ、障がい者の移
動やアクセスを保障するための方策の在
り方の検討を行うことを計画に記載しま
す。


